
平
成
二
十
二
年
十
一
月
三
十
日
提
出

質

問

第

二

二

一

号

尖
閣
沖
漁
船
衝
突
事
件
の
映
像
の
機
密
性
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

中

川

秀

�

221



尖
閣
沖
漁
船
衝
突
事
件
の
映
像
の
機
密
性
に
関
す
る
質
問
主
意
書

国
民
の
知
る
権
利
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
尖
閣
沖
漁
船
衝
突
事
件
の
映
像
の
機
密
性
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

本
年
十
一
月
九
日
神
戸
海
上
保
安
部
の
主
任
航
海
士
が
動
画
投
稿
サ
イ
ト
「
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
」
に
投
稿
し
た
尖
閣
沖
漁
船

衝
突
事
件
の
映
像
（
以
下
、
流
出
映
像
）
、
本
年
十
一
月
二
十
二
日
に
海
上
保
安
庁
が
参
議
院
に
提
出
し
た
映
像
（
以
下
、

参
議
院
提
出
映
像
）
は
同
一
の
も
の
か
。
削
除
さ
れ
て
い
る
映
像
と
音
声
が
あ
る
場
合
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公

開
に
関
す
る
法
律
第
五
条
の
何
号
に
基
づ
き
何
分
何
秒
不
開
示
と
し
た
の
か
、
音
声
と
映
像
に
分
け
て
明
示
さ
れ
た
い
。

二

本
年
十
一
月
八
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
に
お
い
て
、
仙
谷
由
人
内
閣
官
房
長
官
は
流
出
映
像
に
つ
い
て
、
「
こ
れ
は
い

ろ
ん
な
角
度
か
ら
み
て
で
す
ね
、
海
上
警
備
取
り
締
ま
り
活
動
の
秘
匿
性
が
こ
の
流
出
し
た
例
え
ば
ビ
デ
オ
で
分
析
し
、
そ

れ
を
、
本
来
は
秘
匿
す
べ
き
事
項
が
外
へ
漏
れ
る
、
あ
る
い
は
こ
の
種
の
も
の
が
外
に
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
ほ
ど
、
石

破
議
員
の
ご
質
問
に
も
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
他
国
と
の
関
係
、
あ
る
い
は
他
国
の
捜
査
機
関
と
の
関
係
等
々
が
果
た
し

て
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
お
考
え
を
頂
け
る
」
、
「
私
は
こ
れ
は
、
ま
あ
、
ち
ょ
っ
と
み
り
ゃ

あ
大
し
た
こ
と
な
い
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
見
解
も
お
あ
り
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
専
門
家
が
見
れ
ば
、
そ
れ
は

専
門
性
が
高
い
も
の
か
ら
見
れ
ば
、
秘
匿
性
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
十
一
月
十
日
に
菅
原
一
秀

一



議
員
の
「
具
体
的
に
ど
こ
が
国
家
機
密
な
の
か
」
と
の
質
問
に
対
し
て
、
「
専
門
家
、
つ
ま
り
海
上
の
警
備
取
り
締
ま
り
活

動
に
従
事
す
る
専
門
家
」
の
目
か
ら
見
る
と
、
「
追
跡
や
規
制
や
捕
捉
に
か
か
る
一
連
の
方
法
、
あ
る
い
は
証
拠
を
と
る
採

取
用
の
資
器
材
の
種
類
、
そ
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
情
報
、
あ
る
い
は
職
務
に
従
事
し
て
い
る
海
上
保
安
官
を
特
定
す
る
情

報
、
そ
う
い
う
も
の
が
専
門
家
か
ら
み
れ
ば
大
部
あ
る
わ
け
で
し
て
、
多
分
こ
れ
は
秘
匿
を
要
す
る
情
報
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
か
と
思
い
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
発
言
に
関
連
し
、
以
下
の
四
点
を
問
う
。

（
一
）

参
議
院
提
出
映
像
に
は
仙
谷
由
人
内
閣
官
房
長
官
が
指
摘
す
る
海
上
警
備
取
り
締
ま
り
活
動
の
秘
匿
性
と
し
て
不

開
示
に
す
べ
き
部
分
は
あ
る
か
。
あ
る
場
合
に
は
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
第
五
条
の

何
号
に
基
づ
き
、
音
声
と
映
像
の
ど
の
部
分
を
不
開
示
と
す
べ
き
だ
っ
た
の
か
、
音
声
と
映
像
に
分
け
て
何
分
何
秒

か
ら
何
分
何
秒
ま
で
と
明
示
さ
れ
た
い
。

（
二
）

（
一
）
の
不
開
示
に
す
べ
き
部
分
の
公
表
に
よ
り
発
生
し
た
不
利
益
に
つ
い
て
具
体
的
に
説
明
さ
れ
た
い
。

（
三
）

（
一
）
に
お
い
て
、
参
議
院
提
出
映
像
に
不
開
示
と
す
べ
き
部
分
が
あ
る
と
い
う
場
合
、
参
議
院
提
出
映
像
を
各

党
経
由
で
事
実
上
公
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
政
府
か
ら
の
抗
議
が
な
い
の
は
な
ぜ
か
。

（
四
）

（
一
）
に
お
い
て
、
参
議
院
提
出
映
像
に
不
開
示
と
す
べ
き
部
分
が
あ
る
と
い
う
場
合
、
参
議
院
提
出
映
像
を
各

二



党
経
由
で
事
実
上
公
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
不
開
示
と
す
べ
き
部
分
を
公
開
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
公

益
上
の
必
要
性
を
政
府
が
認
識
し
て
い
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
参
議
院
提
出
映
像
に
お
い
て
不
開
示
と
す
べ
き
部

分
が
あ
る
場
合
、
こ
れ
を
公
開
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
公
益
上
の
必
要
性
と
は
何
か
、
具
体
的
に
説
明
さ
れ
た
い
。

三

政
府
が
保
有
す
る
尖
閣
沖
漁
船
衝
突
事
件
の
現
場
で
収
録
し
た
映
像
に
つ
い
て
問
う
。

（
一
）

政
府
が
保
有
す
る
尖
閣
沖
漁
船
衝
突
事
件
の
現
場
で
収
録
し
た
映
像
は
、
合
計
何
分
何
秒
か
。
こ
の
う
ち
、
行
政

機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
第
五
条
の
観
点
か
ら
不
開
示
と
考
え
る
部
分
が
あ
る
場
合
に
は
、
同

法
第
五
条
の
何
号
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
映
像
に
関
し
不
開
示
と
す
べ
き
部
分
に
つ
い
て
、
音
声
と
映
像
に
分
け

て
何
分
何
秒
か
ら
何
分
何
秒
ま
で
と
明
示
さ
れ
た
い
。

（
二
）

政
府
が
保
有
す
る
尖
閣
沖
漁
船
衝
突
事
件
の
現
場
で
収
録
し
た
映
像
の
う
ち
、
未
だ
に
国
会
提
出
さ
れ
て
い
な
い

部
分
に
は
、
二－

（
四
）
に
あ
る
「
こ
れ
を
公
開
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
公
益
上
の
必
要
性
」
は
な
い
の
か
。

右
質
問
す
る
。

三


